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グルンの印璽制度をめぐって
― ダイチン・グルン太祖と太宗時代の実態 ―

庄　　　　　声

はじめに

17 世紀の東アジアにおけるジュシェン（女真・後のマンジュ）人の抬頭は、東アジア秩序の

構造変化を促す大きな要因となった。これに伴い、その周辺地域である朝鮮および大明との関係、

さらにダイチン・グルン（大清国、グルンとはそもそも人々を原義とする語である）という新し

い帝国の設立に至った経緯等に大きな関心が寄せられている。マンジュ人のグルン成立にはマン

ジュ・モンゴル・漢の三民族の動向が関わっており、その後の清朝の複合多民族国家としての展

開につながっている。このような入関前のモンゴル・漢との深い関わりこそが、マンジュ・モン

ゴル・漢の世界にまたがって君臨する複合多民族国家としての性格をつちかったのである（１）。

そして、マンジュの伝統を有するグルンの統治においては、マンジュ語以外にもモンゴル語や漢

語が使用された点で、当時の朝廷は多元的文化の政務が営まれていたと言うことができる。

こうした多元的文化を有するダイチン・グルン期の文書の形式には多様性がみられる。使用者

の地位に関係なく、多言語で表記された文書が通用することになった。特にハンの命令は（han 

hendumeハンが言う）から（han i heseハンの諭旨）へと変化し、ダイチン・グルン治下の地域

や周辺国に発出された。これらの（han hendume）や（han i hese）には、通常マンジュ文以外

にもモンゴル文や漢文も用いられ、さらに「印璽」が用いられた。この「印璽」の登場・広がり

については先行研究においても注目され、松村潤（２）をはじめ李学智（３）・片岡一忠（４）などの先

学が言及し、印文に用いた言語、使われた範囲、そして印璽による自己政権の誇示などの問題が

取り上げられてきた。しかし、ダイチン・グルン初期の文化史、いわば文書の成り立ち、および

印璽との関係という基礎的問題については、なお未解決のままである。したがって、本稿では、

文書制度の変遷を印璽に注目することによってその実態の解明を試みたいと考えている。

1　マンジュ文字印璽をめぐって

マンジュ人が入関前の漢文旧 の中に、天聡初年における清の太宗と袁崇煥との往復文書が数
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点ある。袁崇煥は当時明の遼東巡撫で、天命十一年（1626）正 

月には、これまで戦って敗れたことのなかつたヌルハチを、ポ 

ルトガル砲の威力により寧遠で敗退させたのであるが、この年 

八月ヌルハチが死に、新たに太宗が即位すると、まもなく両者 

の間に講和の議が起こることになった（５）。こうした講和の議に 

は、文書によるやりとりが大きな役割を果たしていた。書の往 

返を互いの使者が担当していたが、『満文原䈕』に目を引く一 

通の文書がある。書かれた内容を見てみると、「印があるとい 

うことで突き返された文書、アイシン・グルンのハンの書を袁 

 
【図 2】 

大人に致す、（後略）（６）」とあり、印を理由に突き返された文書がうかがえる。このマンジュ語 

の文書に対して、漢文の文書は『明清䈕案存真選輯』に図版写真の形で収録されおり、日付は己 

巳年正月で、すなわち天聡三年（1629 年）であるが、その下に「abkai fulingga aisin gurun han i 

doron」というマンジュ文字で刻した印が捺されていた。ところが、印に斜めの線が五本が引か 

れており【図 1】（７）、これは印を理由に突き返された原文書であることは間違いないだろう。 

また、ヌルハチが亡くなったときに、明は弔問やホンタイジ 

の即位に合わせて李喇嘛を派遣した。これに対してアイシン・ 

グルンは答礼の文書を出した。それは天命丙寅年（1626）十一 

月十四日付けの「大金国皇帝致書於大明国袁老先生大人」とい 

う文書である。そこに捺されたのも「abkai fulingga aisin gurun 

han i doron］であが、やはり印に線が引かれている（８）【図 2】。 

当時の明はアイシン・グルンからの文書を受け取ってはならな 

い状況であったため、使者は文書をそのままにもって帰ったと 
【図 1】 

いう（９）。 

ところで、神田信夫（1962）によると、ある書肆で入手した写真帖に天聡年間の原文文書の写 

真が貼付されており、この写真が何人により何時作られたかは一切不明であり、またその䈕案が 

現在何処にあるのかもわからないが、写真の変色工合から見ればかなりの年月を経ているので、 

戦前に作られたものであろうことは先ず疑いないものだという。今この文書の原文を紹介すると 

次のようである。 
 
 

 欽命行邊督師兵部尚書の袁が書を、ハンの帳下に送る。ハンが書を齎し和睦したいと言うの 

は、おそらく両家の民が戰火に苛まれるのに忍びないからであろう。ハンの善意は天地が知 

るところである。ただし和睦には和睦の道理があり、これについては一言で決めるわけには 

いかない。我が皇上は天命を受けて寶位を嗣ぎ、仁明にして剛毅であり、邊事に關わること 

は殊に嚴格なので、十分に確實でなければ、けっして上奏できない。もしハンが戰爭を止め 

人命を惜しむと言うのならば、和睦の道理を考えられよ。邊境の將吏も體面を保てるであろ 
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う。ハン家が嘗ての恭順さを失わないのなら、わたくしが請願するのは困難なことではない。

邊事は邊臣が擔當し、宰相を煩わせたりはしない。そもそも印とは本來信用を表すものであ

り、およそ封降していないのに、僞って承受したと言ってはならない。中國の法令はこうし

たものだから、ハンは怪しまないでほしい。ここに返事申し上げる（10）。

とあるように、これは『満文原 』に収録された天聡三年（1629）閏四月初二日付の袁崇煥の漢

文原文書であり、漢人の鄭伸と任得良らが関与した文書であることもわかる（11）。とりわけ、袁

崇煥によって明の皇帝の封降を受けずに勝手に印を使用したとして、文書を突き返したとともに

印の上に取り消し線が引かれたのだと考えられる。そして、このような非難を浴びたホンタイジ

は次のように反駁を加えている。

　  閏四月二十五日、杜明忠の持ってきた書の返報として我らのラマに持たせて送った書の言、

「アイシン・グルンのハンが書を大明國の袁大人に致す。（中略）。また、印については、册

封して下したものだけで、妄りに用いることはできない」といっている。そうすれば［aisin 

gurun i han i doron］（金國のハンの印）を作って我に与えてほしい。（後略）（12）。

とある。冊封しないままに印を妄りに使ってはいけないならば、我々に印を作ってくれという。

ホンタイジは［aisin gurun i han i doron］（金国のハンの印）という印を要求していた。そも

そも、明は周辺国や地域を朝貢や冊封制度に組み込んで境界関係を円滑に維持し、建州衛時代に

はヌルハチを龍虎將軍に封じているが、その冊封した印は［建州左衛之印］である（13）。しかし、

ヌルハチはアイシン・グルンをたててからこれをもう使わなくなった。そして、新政権をアピー

ルするために新たに作られた印は、両国において講和をめぐる争いの焦点になったことがうかが

える。

さて、そもそも朝鮮に送った文書には［後金天命皇帝］という印璽が使われたことは周知の如

くである（14）。つとに李学智（1973）は「これは［abkai fulingga aisin gurun han i doron］（天命

金国汗之印）という七字からの、もしかしたら清人の最初の印

璽である」と述べていた（15）。そこでは確かに袁崇煥宛の文書

に［abkai fulingga aisin gurun han i doron］の［天の福を受け

た金国ハンの印］というマンジュ文字六行の方印が使われてい

る。方印は中国式であり、モンゴル時代も同様のウイグル式モ

ンゴル文字六行の方印を用いた（16）（中央アジア以西は円印な

いし水滴形の印が一般的である）（17）。刻した印璽にある［abkai 

fulingga］は、ヌルハチの年号でもあるが、天命年間から天聡

年間にかけてあらゆる文書等に使われていたことからすれば、

この印璽は年号の天命と必ずしも関係はないと言ってよい（18）。 【図 3】
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少なくともこの印璽はグルンにおいて初めて使用されたものであり、外交文書以外に身分証明や

布告・諭旨など多岐にわたって広く使われることになった【図 3】（19）。例えば、天聡五年（1631）

正月初八日に、次のような身分証明である「パイ」の登場を見てみよう。

ⓐハンが言うには、「モンゴル・グルンに使者として行く者は、特に遣わした罪のあるグル

ンの家畜に乘り食糧を食うばかりでなく、ハンの使者だといってグルンを苦しめながら行く

という。今後はパイを作り、パイに書いた書に從って家畜に乘り、食糧を食え。パイのない

者は家畜に乘るな、食糧を食うな」と言って、初めてパイを作り、コルチンのトシェト・ハ

ンの兄トメイ・ベイレを送る使者ダランタイに與えた。パイに書いた書の言、

ⓑ「カガンの旨、およそ罪のために政事を與えた使者たちは、罪のある旗から家畜に乘れ、

食糧を宿泊地で食え。晝閒の食糧はない。罪のない旗から家畜に乘り、食糧を食えば大罪で

ある。書と印のない使者たちに家畜や食糧を與えるな。もし家畜に乘り、食糧を食えば捕縛

して送ってこい。政事のために行く使者たちは、どの旗からでも區別なく家畜に乘り、食糧

を食いつつ行くがよい」。

ⓒ今後、政事のために行く使者はパイを帶び始めた（20）。

とある。モンゴルに向かうアイシン・グルンの使者は、経過地において濫りに乗り物や食糧をね

だってはならず、このようなことを防ぐために初めて「パイ」を作ることをとりきめた。とりわ

け、正当な使者であるか否かを判定する証明書たらしめようとする趣旨のものである。これは後

代の駅站の制に連なるものではなく、寧ろ有事の際に出兵を求める命を伝達する使者の正当性を

保障する虎符の如きをいったものではないかと思われる（21）。ⓐとⓒはマンジュ語の内容で、ⓑ

は「パイ」に付加された内容であるが、訪れた先はコルチン・モンゴルであるから、もちろんモ

ンゴル語で書かれている。とりわけ、パイは身分証明書であり一種の交通手形でもあり、政務の

ために使者が佩びて出かけるには利便性も信憑性もあるわけである。

一方、現在このような「パイ」は中国瀋陽故宮博物院に三十枚ほど所蔵されている【図 4】。

それらは「牌首」と「牌面」を組み合わせ

て出来たものである。ほとんど木で作られ

たというが、「牌首」の上に穴のあけられ

た「円頂」が付加され、さらに穴に紐を通

してぶら下げるものとしている。そして、

「牌面」の表には「secen qaγan-u jarlaγ」

という陰文のモンゴル文字が刻まれて、「天

聡ハンの旨」という意味で、天聡時代のも

のとわかる（22）。裏の凹ませた丸型に貼り

付けた高麗紙の上に、丸型の大きさにぴっ【図 4】天聡ハン旨牌　正面と背面（李理 2008）により
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たりかぶせて無圏点マンジュ文字の朱印璽が捺印された。それは［abkai fulingga aisin gurun 

han i doron］の［天の福を受けた金国ハンの印］というマンジュ文字六行の方印であった。しか

も、朱印璽の上に 12 行のモンゴル語の内容が書かれており（23）、それは上掲したⓑのモンゴル語

「パイ」の内容と完全に一致する。これはアイシン・グルン太祖時代に使われた信牌ではなく、

太宗ホンタイジ時代における天聡ハンの権威を示す「パイ」であると考えられる。

とりわけ、モンゴルに使者を遣わす際に、証憑として「パイ」を支給した。「パイ」は明らか

に漢字の「牌」からの音訳した語である。モンゴル時代に「パイザ」というものがあったが（24）、

それは「牌子」からの借用語でもある。モンゴル時代のパイザはほとんど金属製のものばかりで

あるが、最高のランクは金である。一方、アイシン・グルンには現時点で確認できる「パイ」は

木で作られたものしかない。機能として同じく身分証明書でもあるが、初期段階において設備が

まだ出来ていない時期においては、このような「パイ」は非常に大きな役割を果たしただろう。

また、『満文原 』宿字 には年月日のない誓文が記されている。面白いのは二種類の版木によっ

て刷られた誓文であり、いずれも職務と名前だけ手書きの刷物である。誓文によると、すべての

官員は「ハンからパイを受け取って」から誓いが始まる（25）。また、ハンの勅書を「パイ」に貼

り付けて民に知らせることは天命年間からのしきたりでもあった（26）。「パイ」は当時において幅

広い役目を担っていたことがうかがえる。正当な使者である証憑とするためには、「パイ」に貼

り付けた勅書に印璽が欠かせなかっただろう。　

ところで、天命年間に遼東の各地から、アイシン・グルンに帰順してきた官員にそれぞれ「印」

や「旗」が授けられる場面がしばしば見られる（27）。片岡一忠（2008）は、ここで授けられた「印」

について「印ではなく御宝が押された文書のようなもの、すなわち印牌か信牌であった」と指摘

した。しかし、この「印」は、帰順した官員の新しい身分証明書になるものと考えてよく、「印

牌か信牌」では決してありえず、むしろ「官印」であったと考えるべきである。例えば、天命八

年（1623）に定められた規定を見てみよう。

　  ハンが言うには、上に上奏するさまざまな言葉を書を書い

て印を捺して上奏する。遣わしたら旗を持たせて遣わす。

書に印がない、旗がない口頭で遣わすな。書に印がない、

口頭で遣わすには、惡心の盜賊奴が口實を得て妄りに聲を

張り上げて、グルンに苦勞させて叛亂を起こす。印を捺し

た書がない、旗がない。口頭で我に遣わした人を尋問する

な。直ちに捕えて上に押送し、それを持ってきたら人の値

段を定めて、持ってきた値段で押送した人に與える。（後

略）。［※印 aisin gurun i han i doron【図 5】］天命ハン

の壬亥　　月（28）。（※印は筆者が書き加えた印璽の内容である。
以下も同様） 【図 5】



6 庄　　　　　声

とあるように、文書で提言する場合には必ず印を捺し、口頭で訴える場合には必ず旗を持たせ、

口頭だけでは効力を有しないとされる。アイシン・グルンのヌルハチ時代からの領域の拡大に伴

い、行政の不備が生じたのを克服するために、さらに新たな制度が発達することになった。つま

り、「官印」と「旗」とは甚だ重要で、文書に「官印」が捺されると信憑性も高まるものである。

したがって、帰順してきた官員に授けられた「印」は、「パイ」ではなく、紙に捺す「官印」と

考えて間違いないだろう。しかも、「官印」と「旗」を配るだけにとどまらず、その実用化に向

けて制度も整いつつあることがわかる。ちなみに、この発令に捺されたのは［aisin gurun i 

han i doron］という印璽であり【図 5】、印を作るのは国家の特権とされ、これはホンタイジが

明に作ってくれと求めた「印璽」である。

さて、太宗のホンタイジより年長であるマングルタイ（莽古爾泰 manggūltai、ヌルハチの五子）

等は、かつて簒奪を企てていたことを、マングジの家僕レンセンギが刑部のジリガランに密告し、

これを知った諸王は懲罰を決議、ホンタイジも裁可し、かくて関係者が逮捕処刑された。そこで

はマングルタイの家から不軌の証拠として［金国汗印］なるものが発見されていた（29）。その記

事を以下の『満文内国史院 』から引用する。

　  また、後にマングルタイ・ベイレの家で器物を調べると、木で造った「pai doron・牌印」

が十六箇も見つかった。みると［aisin gurun i han i doron］と書かれていた。その印を大

衙門に持っていて、諸ベイセ、大臣にすべての民を集めて、その事実を読み上げた（30）。

とある。manggūltai beileの家から木で作った「pai doron」が十六個も見つかっており、それに

［aisin gurun i han i doron］と記されていた内容がうかがえるが、印璽であるには間違いない

だろう。つまりこれは［金国汗印］なるものが「pai doron」という、訳せば「牌印」という意

味であることがわかる。かつて Fuchs（1936）により学界に紹介されたが、それは「くぼんだ

12.1cmの一面に朱印を捺した紙が貼り付けられたが、その朱印は［aisin gurun i han i doron］

なるものの「牌」である。その正面には三種類の文字が刻まれていたが、おそらくヌルハチ時代

からホンタイジ時代にかけて使われたイン

ペアルコマンド」だと述べられている（31）。

確かに【図 6】によると、無圏点のマンジュ

文字（HAN I TORON／ han i doron）以外

に、モンゴル文字（qagan u tamga）と漢

文（皇帝之寳）も刻まれている。明の場合

にはもっぱら詔書や勅書に捺されていたの

は［皇帝之寳］という印璽である。だが、

これは「印」として詔書に捺すものではな

く、身分証明書として使われた「パイ」に【図 6】皇帝之寶牌　正面と背面（李理 2008）により
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使用されたものである。かつて天命年間に馬に財貨を載せて運ぶときには必ず「パイ」を持たせ

たし、これに関しては罰則も規定されていた（32）。こうしたものは瀋陽故宮博物院には、五百個

ほど所蔵されており（33）【表 1】、「パイ」はグルンで文書などを送達するときに欠かせない存在で

あり、さらに「パイ」自体に欠かせないものこそ、やはり「印璽」であった。

ホンタイジは崇徳三年（1638）三月一日に北に向かって行軍し、狩猟しながらモンゴル各部を

訪問し、いたるところに懇ろな歓迎を受けたり、温泉に入ったり、時折盛京城を留守する王や大

臣等に勅書を下したりしていた。ところが、崇徳三年（1638）三月二十六日付けの記事を見てみ

ると、助手三人に「akdun temgetu・信牌」を持たせ、盛京城の国史院大学士ガリンのもとに遣っ

た。ガリンに「帰化城に交易に赴いた我が国の人を迎えに、駐防前鋒兵を速やかに差遣せよ」と

諭して（34）、助手三人に「akdun temgetu」を持たせて盛京に行かせたのである。『清文総彙』に

よると、「akdun temgetu」は「聖旨龍牌、乃伝布聖旨于四方用者」と解釈され、『五体清文鑑』

はこれを「信牌」と訳し、文字通り信憑性のある「牌」の意味である。つまり、「信牌」とは身

分証明書でもあり一種の交通手形でもある。ここで三人が所持した「akdun temgetu」は『清史

図典』に収録された「寛温仁聖皇帝」という信牌に違いない。それはマンジュ・漢文・モンゴル

の三文字で刻まれたもので、それぞれ「gosin onco hūwaliyasun/enduringge han i akdun 

temgetu:」・「寛温仁聖／皇帝信牌」・「aγuu örüsiyeici nayiramda-qu boγda qaγan –u itegel-tü 

temdeg」とあり、「寛温仁聖皇帝」とは、崇徳元年（1636）四月にマンジュ・モンゴル・漢の八

旗の推戴をうけて、「金国ハン」から「大清皇帝」に即位した太宗ホンタイジの称号である（35）。

つまり、この「akdun temgetu」は崇徳年間に発行されたものとわかる。文字の部分がくぼんで、

金色を塗りつけた陰文の信牌であるため読みやすい。赤色で塗られた木で作られ【図 7】、上部

に浮き彫りの龍がはめ込まれ、その上の穴から金色の紐が、革で作られたカバーの穴に通されて

いる。さらにカバーの表面には龍の文様が描かれている。それは、皇帝権力のシンボルとする五

爪の龍である（36）。このような信牌は諭旨や身分証明書等によく使われるようである。もともと

の「信牌」については、意訳の「akdun temgetu」でなく、「パイ」あるいは「パイ・ドロン」と

称していた。

さて、明における皇帝支配とは「皇帝」

と呼ばれる唯一の君主を頂点とする君主と

臣下の、上下の階層的関係であったため、

君主たる皇帝側の恣意によって容易に抑圧

へと転化しかねない可能性を有している。

さらに、東アジアにおいて明を中心に朝貢と

冊封から構築された華夷秩序が成立すると、

これは明を中心とする上下階層構造による

秩序になったと一般に理解されている（37）。

ヌルハチが新しい政権が建てたことは、明 【図7】寛温仁聖皇帝牌（『清史図典』太祖・太宗）により
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政権を揺るがす敵国の成立であり、かつ華夷秩序の枠内から完全に離脱したことを意味している。

それは、外交文書において皇帝と名乗っていることからもわかる。

　  諸處の城堡に送った書の言、アイシン・グルンのハンが官人秀才軍民にいうこと。（中略）。

父ハンは親善に暮らすことを願い書に書いて、人を遣わし講和しょうとしたがきかなかった。

そこで天はまた河西地方を與えた。重ね重ね人を遣わして講和しようとしても、天啓ハン・

崇禎ハンは、また侮って「アイシン・グルンの皇帝（KOWANKTI/hūwangdi）というのをや

めよ、勝手に作った印をやめよ」といったので、我は講和するのを願い、「皇帝（KOWANKTI/

hūwangdi）というのをやめてハンという、汝等は印を作ってくれ、いただいた印を用いよう」

といっても、きかなかったので、我は再び天に告げてチャンサンの道を攻めてきた（38）。

マンジュ人が自ら皇帝と名乗ったこと、さらに、印璽を許可なく使用したことにより、明の樹立

した華夷秩序は破局に向かう危機にさらされることになった。したがって、天啓帝から崇禎帝に

かけて、明王朝はこれらすべてをやめるよう主張したのである。これに対してホンタイジは反発

して、「我々は講和を願っているので、皇帝というのも控えてハンと呼ぼうとしており、もし汝

らが印を作ってくれば、その印を用いよう」といった。もとよりマンジュ人が帝号や印璽を使用

していたことが、論争の起こる大きな要因となったのである。袁崇煥と毛文龍の文書には「汗国」

や「汗・汗王」と称するにとどめ（39）、「金国」や「皇帝」は決して出てこない。そして、『満文

原 』の記事においても、ホンタイジに対する皇帝号には全く「hūwangdi」ではなく「han」の

表記を用いているのである（40）。

朝鮮国王に下す詔勅にはマンジュ語の「gosin onco hūwaliyasun enduringge han」に対し、漢

文は「寛温仁聖皇帝」となっている。しかし、朝鮮国王の南漢山城からの文書では、ホンタイジ

を「仁聖皇帝」と称揚し、これに対してダイチン・グルンからの返書は朝鮮の称号にあわせて

「enduringge hūwangdi」という意訳と音訳の形で名乗っていた（41）。要するに、漢字の「皇帝」

があってその対訳語として音を写した「hūwangdi」がつくられたといえる（42）。また、『満文原 』

の寒字 に、兵士が戦死した場合や戦場で怪我を負った場合、戦功も加味して賞を授けたことを

記す満漢合璧の資料がある。そこでは「ハン」が「皇帝」と対訳されている（43）。さらに、天聡

七年（1633）四月十一日にアイシン・グルンに帰順しようとする孔有德たちの「乞降書」では（44）、

ホンタイジを「汗」と称揚し、また、孔有德たちが降伏した後の五月二十四日の上奏文では、ホ

ンタイジは「皇上（45）」と書かれ、これに対応するマンジュ語訳はいずれも「ハン（46）」と訳され

ている。

そもそも、『女直館訳語』で皇帝に対応する女真語は哈
ハ―ン

安である（47）。『四夷広記』韃靼訳語に、

「大明皇帝曰、太
ダイミンハン

命含」、また、北狄広記・韃靼制度に、「謂其長曰可
カ

汗
カン

、亦曰寒
カン

」、『警世陰陽夢』

に、「老奴酋韃子們稱呼他是老
ロウハン

罕」という（48）、いずれもハンの音訳語である。三田村泰助（1935）

は、「そもそもハンなる語は『華夷訳語』によると、皇帝の意に用いられているが、『満文老 』
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には nikan han・solho han・monggo han

等とあるのを見れば、この語はその部族の

最高の主権者を指すに相違ない」と説明し

ている（49）。

マンジュ人の認識では「ハン」と「皇帝」

は表現上において完全に対等となり、歴史

の流れにそって、北東アジアの長として女

真語（後のマンジュ語も）で哈
ハ―ン

安、モンゴ

ル語で可
カ

汗
カン

、漢語で皇帝でもあったことは、

まぎれもない事実である。さらに、ホンタ

イジがグルンをダイチンと称したとき、満・

漢・モンゴルの三勢力に推戴され、多民族

国家の君主としてハーンであるともに皇帝

でもあるということを内外に宣言したので

ある。東北地方の一周辺国家にすぎなかっ

たこの時期から、本土に侵入して東アジア

に君臨する大帝国へと発展しても、多民族

国家の長としてハーンと皇帝とを兼ねると

いうこの性格は変わることがなかった（50）。

明が東アジア秩序を維持するため、皇帝

と首長との間の君臣関係を牛耳る構図が変わることはついになかった。したがって、ホンタイジ

がこれを変えようし、明に何度もわたって印璽を要求しても（51）、受け入れられる可能性がない

ことはホンタイジも理解していた（52）。そして、明親征にもつとめ、内モンゴルより長城を超え

て遵化を攻略し、北京の包囲もはかり、明の皇帝にしきりに講和を申し入れたが（53）、実現しなかっ

たのであった。

2　漢文印璽の登場

天命年間と天聡年間において、「パイ」から「文書」まで欠かせないのが「印璽」であり、し

かも、二種類が使われたのを確かめられることができた【図表 1】。ただし、当時は文書を作成

する前に、まずこうしたマンジュ文字の印を捺し、いわゆる空印の文書用紙を作成してから、伝

えるべき内容を記していた。例えば、天聡七年（1633）六月二十四日の記事には、

　  その日、アシダルハン舅（母の兄弟）・ニカンが罪を犯した理由は、ジルガラン・ベイレ、

サハリャン・ベイレが外モンゴルで犯罪を取り調べる、禮儀を定めるために行くことで、［han 

 

2 

2 

1 

 

1 

㊞１：aisin girun i han i doron

◯牌１：han i doron（満蒙漢合璧）

㊞２：abkai fulingga aisin gigun han i doron

◯牌２：secen qaγan-u jarlaγ

・点線は推測、実線は確実なものを示す

【図表 1】マンジュ文字印璽との関係
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i doron］（ハンの印）を捺された紙二十枚を、アシダルハン舅に渡して送っていた。アシダ

ルハン舅はニカンが保管するようにと渡した。ニカンはクテレに渡して保管したが、九枚を

なくした。これをバクシ達は聞知して、ハンに告發して部で問うときには、［han i doron］（ハ

ンの印）の保管を怠ったとして、ニカンは百鞭の罪に打たれ、三十三兩が收められた。アシ

ダルハン舅は保管したと騙した罪に落として、職を考えて三十兩を收めた（54）。

とある。モンゴルで礼儀などを定めるときには、あらかじめ押印した用紙を用意し、そして実際

の礼が決まった段階で内容を用紙に写すことになっていた。しかし、ここで用紙がなくなったた

めに担当者のアシダルハン舅とニカンをそれぞれ処罰したのである。要するに押印した用紙は大

切に保管しなければならなかったので厳しく処罰されたといえる。その用紙に捺されたのは［han 

i doron］であった。上述した「パイ」や各詔書に捺されたのは［abkai fulingga aisin gurun han 

i doron］【図 3】という印璽であるが、これを略すれば［han i doron］となり、また［aisin 

gurun i han i doron］【図 5】も略すと［han i doron］となる。一方、当時のアイシン・グルン

においてもっぱら［han i doron］を用いた事例をいまだに確認できていないので、結局この

二十枚の用紙に捺された［han i doron］は一体どれを用いたのかは判然としない。

次に、崇徳五年（1640）に対モンゴルの詔書に捺された印璽を確認できる文書が残されている。

それは台北の中央研究院語言研究所に所蔵されているモンゴル語の「優待蒙古歸附人 之詔書」

という文書である（55）。これも同じようにあらかじめ印璽を捺された用紙に、詔書の内容を刷ら

れた印刷物であるが、印璽は漢文篆書体の［制誥之寶］である。この印璽については、以下の内

容が記されている。

　  六日、（＋祕書院）のジャラ章京鮑承先の上奏文、「ハンの聖德は生み出すなかで好み仁政を

達し、天がこの boobaiを與えたことは兆しではないぞ。ハンは工部に旨を下して boobai

匣一つを作られよ。到着する日にはハンは諸大臣を率いて境を出て迎え、南門よりハンの家

に入らせて、天の與えたことに合わせよ。また、印を獲得した由來を書に書いて、この印を

捺してジュシェン人・漢人・モンゴル人にすべて聞かせよ。天命が移ったのを衆人に通曉さ

せよ」以上のように上奏するとハンはそうだといった（56）。

とある。「boobai」の印に匣を作って、しかもこの印を得た経緯を皆に知らせるべきであるとして、

「boobai」の印を捺された文書でそれぞれジュシェン人・漢人・モンゴル人に通達することにした。

もちろん、このことは朝鮮の使者にも逸早く伝えられた（57）。それは「伝国の璽」と言われる漢

文篆書体の玉で造られた［jy g’ao s boo］（制誥之寶）であり、柄には二匹の竜が纏わりついてい

る印璽である（58）（【表 2】と基本一致する）。

そして、天聡十年（1636）二月になると「伝国の璽」を得たのをきっかけとして、諸ベイレや

モンゴル十六部四十九ベイレがホンタイジに新たな尊号を定めることを提起する一方、朝鮮側に
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対してもホンタイジの尊号奉戴に参加するよう働きかけていた。

　  アイシン・グルンの外藩諸ベイセの書、朝鮮國王に奉ずる。（中略）。我等のこの十六グルン

のベイセ四十九人は、日を定めて十二月にハンのムケデン（盛京）城に集まってきて、内の

ベイセと協議してハンに上奏し、「今各グルンはすべて從い、玉璽を得て、天の加護をはっ

きり知った。天意人心に合わせ、主たるハンに尊號を定めたい」と言った。後に主たるハン

は「朝鮮國王は我が弟であり、それに知らせるべきである」といったので、みんなハンの言

を大義であるとした。そこで我等外藩の諸ベイセを遣わして王と一緖に相談しようと送った。

王は近親の子弟を送って一緖に主たるハンに尊號を定めるべきである。我等衆人はみんな天

意に從いハンに尊號を定めることに決定した。ただ王が我等の議に贊成するか否かを見るば

かりである（59）。

とあり、天聡九年（1635）十二月に内外の諸ベイセはムケデン（盛京）城に集まり、それぞれ誓

詞を記してホンタイジに新たな尊号を称することを勧めて忠誠を誓った。そして、翌年に朝鮮国

王にも同じことを呼びかけていた。天聡元年（1627）の丁卯胡乱において、朝鮮は後金軍の敵す

るところではなく、仁祖はやむなく江華で後金使と会見し、後金を兄としてつかえること、後金

に対して兵を起こさないこと、などを条件として講和を結ばざるをえなかった（60）。丁卯胡乱に

よる、君臣関係および兄弟関係を結んでから十年も経ってから、ハンに新たな尊号を勧める際に

朝鮮と議することが決められたのである。当時、おりしも朝鮮王妃の喪を弔うために、戸部承政

のイングルタイを使節団長として、随行員に八人のホショイ・ベイレとモンゴル四十九ベイセを

伴わせて朝鮮に派遣することになった（61）。今回の訪問の主要な目的は、ホンタイジの新たな尊

号を奉呈することである。この推戴に関して

は国書ではなく、「金国執政八大臣」や「金

国外藩蒙古」からの手紙が用いられた（62）。

しかし、朝鮮は人臣が君上に書を送るのは礼

を失するとこれを斥けてそのまま還されるこ

とになった（63）。「金国外藩蒙古」の書はイン

グルタイ等が持ち帰った後にずっと瀋陽宮殿

に保存され、1930 年になって中村栄孝により

学界に紹介されることになる。

中村栄孝（1930）では、「金国外藩各蒙古

貝勒の書」に捺された官印について「原書年

号にかけて印を鈐す（64）」という解釈が加え

られている。判読は困難であるが、間違いな

くそれはマンジュ文字の篆書体で刻した 【図8】封筒 正面と背面（『明清 案巻清代』）により
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［dorolon jurgan i doron］（礼部の印）である【図 8】。そもそも朝鮮国王宛国書の封筒には［abkai 

fulingga aisin gurun han i doron］という印璽が捺されていたが、「金国外藩各蒙古貝勒の書」に

は六部の官印である［礼部の印］が捺されていた（65）。【図 8】によると、それぞれ封筒の上下を

封じたところに二つ、裏に書かれた年月日に一つ印がある。さらに、捺印したところに年月日を

書き加え計四ヶ所に捺されている。ただし、この手紙を朝鮮側は「慢書」と見做して議論が沸騰

し（66）、これは「人臣が君上に書を送るのは礼でない」ために、この二通の文書の受け取りを拒

否したのである。

このような言動はハンに尊号を定めることに拒んでいるとして、ホンタイジは背誓行為を理由

に、崇徳元年（1636）十二月二日、武力で朝鮮を屈服させる親征に着手した。ダイチン・グルン

からは侵攻の予告まであったにも関わらず、朝鮮側の防備は不十分なままで、氷点下の気候に恵

まれて、氷結した鴨緑江を超えたダイチン =グルンの軍隊は、本格的反抗に遭遇することもな

く一気に朝鮮の都に到達した。国王の仁祖はやむを得ず都を捨てて近郊の南漢山城に逃げ込んだ。

その後、朝鮮王を降伏させるために、籠城解除を求める交渉が始まった。このとき南漢山城を

孤立無援の事態に陥りつつあると感じさせることに、文書のや

り取りは大きな役割を果たした。その結果、正月三十日に国王

の李倧はじめ朝鮮の閣老・群臣等が揃って降伏し、ダイチン・

グルンと条約を締結したが（67）、これを朝鮮側では丙子胡乱と

呼んでおり、このときの清の戦勝碑は、現在も三田渡に残って

いる（68）。また降伏を勧告した最後の詔諭と言われる詔勅は、

中村栄孝（1930）によって影印が公開され、その崇徳年号の上

に［制誥之寶］の印が捺されているのがわかる【図 9】（69）。岩

井茂樹（2003）によれば、それは場違いの［制誥之寶］であり、

これが「伝国の璽」たる元朝伝来のものというふれこみだった

が、本来なら詔勅には［皇帝之寶］などを使ってよいはずである（70）。そもそも［制誥之寶］は

任官の詔に用いるもので、「一品より五品までは、授けるに誥命を以てし、朱印には［制誥之寶］

を用いる」ためにあるのである（71）。

天聡ハンのホンタイジはマンジュ・モンゴル・漢の八旗の推戴をうけて、グルン号のアイシン

をダイチンに改め、年号の天聡も崇徳に変えて即位した。そして、新政権を発足するとともに臣

民に対して、さまざまな詔書を発出する過程で、盛んに用いられたのはやはり［制誥之寶］であっ

た。詔書とは、皇帝の名義で天下臣民に対して、頒布する詔令文書の一種である（72）。本来なら

詔書等には［皇帝之寶］などを使うにもかかわらず、当時ほとんどの詔書に［制誥之寶］を使っ

たことは、なによりもこの印こそが主導的な位置を占めていたことを意味する。それは「伝国の

璽」だという認識によるものに相違ないだろう。例えば、それぞれ崇徳元年（1636）四月二十三

日と崇徳元年（1636）五月十四日に「朝会制度（73）」と「慶祝制度（74）」や「冠服制度（75）」など

を次々と定めたマンジュ語勅諭を飾ったのも［制誥之寶］である。さらに、崇徳元年（1636）七

【図 9】
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月十日に「福晋冊封」という典礼を行ったが、『満文原 』崇徳元年七月十日には、

　  グルン・エジェンの福晉（fujin）・東大福晉・西大福晉・東側福晉・西側福晉を封じた禮。

七月十日吉日、諸和碩親王・ドロ郡王・グサベイセ・文武の諸官等が崇政殿に集まり、等級

に從って竝んだ後、聖ハンは出て崇政殿の玉座に座った。書三院の官人等が「グルン・エジェ

ンの福晉を封じる册・印・儀仗を準備し終わった」とハンに上奏した。ハンが勅諭を下し「封

じる儀物を持って行け」といった後、グルン・エジェンの福晉册・印を卓の上に左に册、右

に印を置いて、節を持った二人が前導し册・印を捧げて儀仗を率いて、淸寧宮の前に至ると、

グルン・エジェンの福晉・諸福晉は皆起立した。書官が封じる册を卓から取って、東側の卓

上に置いて西に向いて立ち、册に書いたマンジュ・モンゴル・漢の三グルンの文をすべて讀

み上げた。（中略）。このように册を讀み上げた後、その書官は册書を捧げて女官に授けた。

もう一人の書官は印を捧げて、もう一人の女官に授けた。二人の女官は皆跪いて受け取り、

グルン・エジェンの福晉に授けると、グルン・エジェンの福晉は跪いて一つずつ受け取って、

兩側に立っていた女官に授けた。すると女官も跪いて受け取って、前に黄色の風呂敷に置い

た卓上に置いた。それから金椅子、儀仗をすべて竝び終えた後、グルン・エジェンの福晉は

金椅子に座った。グルン・エジェンの福晉を封じる禮が終わると、書官等は節を先に立てて

崇政殿に來て跪き「グルン・エジェンの福晉を封じる禮が終わった」と上奏した。（中略）。

書官は續いて西側「jingji fujin・莊福晉」を封じる册文を讀み上げた。（後略）（76）。

とある。このように福晋を冊封したことについては、すでに加藤直人（1987）が、「これが形式

的な面において、清朝における中国的な「皇后」という存在のはじまりであろう」と述べている（77）。

だが、以上の語句によると「fujin・福晋」以外に「皇后」という語句が出てこない。『満文老 』

（東洋文庫訳注）では「han i fujin」を「皇帝の皇后」と訳し、そのほか「妃」も「fujin」の漢訳

とされていた。ちなみに、ホンタイジが太祖であるヌルハチや母親を祀る祭文は、ハンである父

に対して母親を「hūwangheo eniye皇后母」或いは「fujin eniye福晋母」と称していた（78）。『満

文原 』を見る限りでは、封じられた五人の福晋は決して「皇后」の形で出てこない。したがっ

て、冊封したのは福晋たちに新しい呼び方を定めたに過ぎず、「han i fujin」はあえて「ハンの福

晋」と訳すべきだろうと考えられる（79）。一方、『御製五体清文鑑』によると、hūwangheo・

fujin・feiに対応する漢語はそれぞれ皇后・福晋・妃である。いずれも漢語からの音訳語である

ことも確かめられるが、やはり語句ごとに区別していると言えるだろう。典礼が行われた過程を

見ると、あらかじめハンの各福晋が冊封に用意した冊書と印が卓の上に置かれ、礼官に導かれて

各福晋の家に向かう。そして、書官が冊書に書いたマンジュ文・モンゴル文・漢文を読み上げた

後に、印を含めてこれらを女官に授けた。次いで女官を通して福晋に授けた後に、今度は福晋が

女官に渡して卓の上に置くことで典礼を終えた。最後にハンに典礼の終了報告すれば、冊封が終

わることになった。



14 庄　　　　　声

このような極めて複雑なスタイルで五人の福晋に次々と典礼

を行い、福晋のボムブタイ（本布泰（80））もこのとき同じ典礼

で西側の「jingji fujin・荘福晋」と冊封された（81）。ここでは三

言語で宣読することがポイントである。こうした宣読するによ

るマンジュ・モンゴル・漢の三体合璧文である荘妃の冊文は、

現在、中国第一歴史 案館に所蔵されているが、それぞれマン

ジュ文・モンゴル文・漢文で書かれた年月日に捺されているの

も漢文篆書体の［制誥之寶］である（82）。また、同様に崇徳六

年（1641）（83）と崇徳七年（1642）（84）の勅諭にもこれは使われ

ていた。こうした冊文に現れている特徴は、いずれも本文は赤字で、もちろん印璽も朱印である

が、印璽の上に年月日だけ黒墨で重ねて書かれるのが、この時代の冊文の通例である。

ところが、順治四年（1647）十月十八日に、同じ呉三桂配下の遊撃の宋友功と左有進をともに

三等阿達哈哈番に昇格させた誥命には、それぞれ満漢合璧の諭旨の二ヶ所に漢文の［制誥之寶］と、

漢文の諭旨に満漢合璧の［hese wasimbure boobai・制誥之寶］一つだけが捺された【図 10】（85）。

崇徳年間に全く現れていなかった満漢合璧の印璽が現れてきたのである。一方、『満文内国史院 』

崇徳八年（1643）には、［制誥之寶］に関連する極めてあいまいな記事が記される。一つ例をあ

げると、

　  十二月二十二日、理事官トンタイ、シデク、主事フェイチ、筆帖式アンカイ、官を昇進する

舊勅書十二、新しい綠頭板十、すべて二十二通の勅書（ejehe）を屆けて來て、當日に書を

書いて印を捺して、漢の啓心郞董天机、理事官トンタイ、ニマンに交付した。これに［hese 

wasimbure boobai］二十二個を捺した（86）。

とある。二十二通の勅書（ejehe）に捺されたのは［hese wasimbure boobai］であり、訳すればも

ちろん［制誥之寶］である。天聡九年（1635）八月に「伝国の璽」としたのは漢字音の［jy g’ao s 

boo・制誥之寳］と当時の漢字音のままに記されているが、ここに捺された［hese wasimbure 

boobai］は漢文だけのものなのか、あるいは満漢合璧の印璽なのか明らかではない。しかし、今

日伝わる崇徳年間の文書を見る限りでは、いまだに漢字とマンジュ文字の両方を刻んだ満漢合璧

の印璽を捺された文書がなく、しかも上述した崇徳七年（1642）までの詔書に漢文のみの［制誥

之寶］が使われていたことからすれば、満漢合璧の印璽は順治初年から使い始められたとも考え

られる（87）。

ところで、このことは明を攻めるために武力より文力で軍人を動揺させるという極めて重要な

選択をしたことを意味するわけである。そして、その目的に合わせて主導的な役割を発揮したの

がやはり「印」である。政権交代に伴う文書政策の転換期を迎えつつあることはより重要なポイ

ントになる。その根拠は次の「大淸國皇帝致書明諸帥」である。

【図 10】
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　  順治元年正月二十七日寫與西據明地諸帥書一封、書口上下寫謹封、用［皇帝之寶］二顆、内

年月用［皇帝之寶］一顆、袋正面寫諸帥書。（後略）（88）。

とあるように、西方にある明の諸将軍に出された詔勅に［皇帝之寶］が使われ、ついに［皇帝之

寶］が出てきた。しかもこれは三ヶ所に捺されていた。前引の「金國外藩各蒙古貝勒の書」【図 8】

対朝鮮の文書には四ヶ所に印が捺されていた（封筒の正面に二つ、裏に一つ、中の年月日に一つ）
（89）のに対して、明諸帥への文書は、封筒の上下に［皇帝之寶］を二つ、中の年月日に一つを捺

した詔勅であった。明の奏本と啓本の場合には、官印が文書の正面と年月日に捺すのが基本であ

る（90）。文書の三ヶ所に「印」を捺す慣例は、すでに崇徳八年（1643）の事例からもうかがうこ

とができる。

ⓐ　gūsin de ning yuwan de unggire bithe de.　［han i boobai］ ilan gidaha:

　　三十日、寧遠に送る書に［ハンの寶］を三つ捺した。

ⓑ　ineku tere inenggi dianci lama de unggire bithe de. ［han i boobai］ emken gidaha:

　　その日、デンチ・ラマに送る書に［ハンの寶］を一つ捺した（91）。

とある。ⓐとⓑとも具体的な文書の内容については不明であるが、［han i boobai］が捺された

ことを確かめることができる。訳せば［皇帝之寳］という意味の印璽であり、それを三ヶ所に捺

したのではないかと考えられる。それはマンジュ文字の篆書体

で刻まれた印璽であろう【表 2】。ただ、実際にこの印璽が使

われた事例をいまだに確認できていないが、【表 2】には満漢

合璧の［皇帝之寶］も取り上げられており、満漢合璧の印璽は

順治年間から使い始められているのである。なお、『交泰殿寶譜』

によると、マンジュ文字の［han i boobai］は詔赦に用い、満

漢合璧の［皇帝之寶］は詔勅や冊封等の儀式に用いるというよ

うに、各々の使い分けははっきりとしている。たしかに順治七

年（1650）十二月二十日の「皇父攝政王多爾袞喪儀合依帝礼詔」

には、満漢合璧の［皇帝之寶］が使われていた【図 11】（92）。

一方、崇徳八年（1643）に太宗のホンタイジが没すると、ドルゴンは幼少の順治帝を擁立し、

鄭親王のジルガラン（93）とともに輔政王として攝政に就任した。そして、明攻略事業の主役であっ

た攝政王ドルゴンは、しばしば降伏を勧める詔勅を出したが、その文書にはなんとホンタイジが、

和碩睿親王ドルゴンに［奉命大将軍］と称号を授け与えた［hese be aliha amba coohai ejen］と

いう勅印が使われていた（94）。本来なら詔勅には［制誥之寶］や［皇帝之寶］を捺すべきであるが、

それにふさわしくない「官印」を用いたことには違和感があろう。しかも、攝政王ドルゴンは次

に列挙するように、意識的に印を使い分けていることがわかる。

【図 11】
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ⓒ 勅諭都督府都督僉事孔希貴、茲以定鼎燕京、薊鎭爲畿輔要區、建威銷萌亟需彈壓、特命

爾充總兵官、鎭守薊州等處地方。（中略）。順治元年九月十一日。※印［hese be aliha amba 

coohai ejen］（95）。

ⓓ 皇帝勅諭衍聖公孔興燮。（中略）。順治六年十二月十一日。※印［制誥之寶］（96）。

ⓔ 大淸國／攝政王令旨諭都司徐標・沈高簡等。（中略）。順治元年八月十八日。※印［hese 

be aliha amba coohai ejen］（97）【図 12】。

ⓕ 攝政王令旨諭諸王及大臣知悉。（中略）。順治元年五月　日。※印「なし」（98）。

以上、例のⓒは、明の総兵官である孔希貴を薊鎮の総兵官に任命した勅諭であり、勅諭といって

も年月日に捺されたのは印璽ではなく、官印の［hese be aliha amba coohai ejen］であり、同様

にⓔの「大清国攝政王令旨」にも使われていた。一方、ⓓは衍聖公に下した勅諭であり、衍聖公

とは山東省の曲阜にあって歴代王朝から尊崇を受けていた孔子直系の子孫のことで、いわば中華

の精神文化の伝統を象徴する身分である。これに対して用いるのは、清廷が自ら刻した印璽では

なく、天の命の象徴として有徳の王者のもとに帰した「伝国の璽」こそふさわしいと考えたわけ

である（99）。つまり、衍聖公に下した勅諭には上述した漢文の

みの［制誥之寳］が使われたことがわかる。

一方、ⓕは、対内の諸王や大臣等に出した「勅諭」であるが、

奇妙なのは年月日は書かれているのに、印を用いていないこと

である。かつて今西春秋（1936）は、「勅諭として全然体を成

さぬことである。漢文の終わりにも、又満文の終わりにも、全

く日付の記入が無い。日付の下部に押捺さるべき最も重要な印

璽が無い。謂わば正式の勅諭として発令されたものではない」

と述べている（100）。これは順治六年（1649）正月八日に『太宗

実録』の編修のために、内三院の大學士であるガリン（剛林）

や甯完我等に下した攝政王の「勅諭」である（101）。確かに、そ

の後の甯完我（102）や洪承疇（103）に下した「勅諭」も公刊されたものを見る限りでは、今西春秋（1936）

が指摘したように、満漢合璧の形で日付と印璽が、いずれも用いられていないことは明らかであ

る。当時は公表された史料に限りがあるから、正式の勅諭ではないと考えたのは当然なことだろ

う。

ところが、ⓕの場合は、「攝政王」は「天」より一文字を下げているのに対し、実録編修の勅

諭の冒頭の「皇父（104）」は、太宗と同じく二文字を抬頭し、また先述した順治七年（1650）十二

月二十日の「皇父攝政王多爾袞喪儀合依帝礼詔」は、「皇父」を「天」と「太宗」とともに二文

字抬頭する一方で、「皇帝」の方はかえって下げられている。「皇父」を加えるだけで勅諭に変化

が表れていることがわかる。そもそも対外的には攝政王の勅諭であれば、ドルゴンは自らの将軍

官印を捺していたにもかかわらず、「皇父」になると日付から印まで存在せず、正式の勅諭では

【図 12】
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ないように思わせた理由は何なのだろうか。ここに、時間と空間をこえた歴史考察の難しさがある。

こうしてみると、すでに片岡一忠（2008）は、「攝政王令旨には北京入城以前から押印がない」

と指摘していたが（105）、しかし、ⓔのように将軍の官印が捺されたとすると、必ずしもそうとも

言えないことがわかる。とりわけ、冒頭に「勅諭」と「大清国攝政王令旨」とある場合には、将

軍の官印を使用しており、それは、フリン（福臨）は幼少で即位したため叔父のドルゴンが攝政

王、ジルガランが輔政王となり、しかも、明攻略事業と北京遷都など初期草創期において、ドル

ゴンが国政の最高権力者として存分に活躍し（106）、入関前後の多難な政局の運営に当たって、そ

のとき最高の権力の所在を示すのがほかでもないこの官印なのである（107）。例のⓒとⓔとはそう

した状況の証左ともいえる事例だろう。

3　天地山川鬼神を祀る boobaiの登場

皇帝とは、天地山川鬼神の祭祀を行う大権を有する者である。この天地山川鬼神の祭祀で皇帝

は、天地と自己との関係においては、「天子」という立場に立つことになった。一方、百官・万

民にとって皇帝とは、「煌煌たる上帝」にひとしい絶対者であった。このように彼らに対して皇

帝は「天子」としてではなく、天地にひとしい絶対者「煌々たる上帝」として君臨していたので

ある（108）。天地を祀るには［奉天之寳］を用い、［天子之寳］は山川・鬼神を祭祀するときに用

いる（109）。このような天地鬼神を祀る中国式のしきたりをマンジュ人も取り入れていることがう

かがえる。例えば、『満文内国史院 』には、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

han i 
boo bai 

 

【図表 2】印と文書の関係図
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　  十二日、崇德八年癸未十一月初一辛卯、十二壬寅日、ダイチン・グルンの大臣が代わりに務

めタジャン等が謹んで潔齋して、恐れながら上天ハンの位前に跪いて奏言する、本日は冬至

になって、陽氣が回復する日という。慣例に照らして祭祀のために供物を準備して謹んで祀

る。これに［abka de jafara boobai］奉天之寶を一つ捺した（110）。

とある。天地のまつりは周代に始まり、夏至と冬至の日に行われた（111）。冬至の日に天を祭るこ

とが最も重要な儀式である。太宗のホンタイジは、在位 17 年目の崇徳八年（1643）八月九日に

五十二歳で亡くなった。九月二十一日に昭陵に埋葬され（112）、そして、冬至の日になると旧来の

伝統に照らして、大臣のタジャンを派遣し祀ることにしていた。その祭文に［abka de jafara 

boobai］という印璽が使用された。そもそも天地を祀るのに［奉天之寳］だけを用いることは、『大

明会典』「尚寳司」の職掌に詳細に記載されており、この［奉天之寶］を［皇帝奉天之寶］とい

うのである（113）。確かに明の場合は［皇帝奉天之寶］を用いて天地を祀っていた（114）。『交泰殿寶

譜』には、満漢合璧の［han i abka de jafara boobai・皇帝奉天之寶］が収録されているが、これ

は玉で作られたものと見られる。漢文は篆書体であるのに対して、マンジュ文は篆書体ではなく

楷書体を用い、おそらく順治年間に刻した boobaiだと考えられる（115）。しかし、入関前に使わ

れたのはマンジュ文のみの［abka de jafara boobai］であった。材質は金製で、明とちがって「皇

帝」名を帯びる印璽ではなかった【表 2】（116）。また、祖先を祀るには［天子之寳］を用いるこ

とになっていた。

　  その日、崇德八年癸未十二月二十八日、祖上の太祖承天廣運肇紀立 神功孝睿武皇帝、太皇

太后孝慈昭憲敬順章福聖皇后神位の前、孝行な孫フリンは跪いて奏言する、今舊年が終わり、

次いで新年が到來した。大禮の時にあわせて祀るために供物を準備して、アバイ等を代わり

に遣わして、謹んで祀る。そこで福陵に一通の書がある。アサンを代わりに遣わした。これ

に［abkai jui boobai］天子之寶を三つ捺した（117）。

とある。盛京で帝位を嗣いだ順治帝のフリンは、太祖や太后を祀る祭

文に［天子之寳］を使用したし、太廟などを祀る場合にも［天子之寳］

が使用された。例えば、『順治朝満文国史 』には、

　  十四日、諭旨、祖先の位、太廟、福陵、この三箇所を祭る三通書

に［abkai jui boobai］天子之寶を三つ捺した（118）。

とある。もちろん［abkai jui boobai］はマンジュ文字のみの印璽であ

るが、用いた書体については、上述六部の官印の篆書体とみごとに合

致するから、同じ時期に造られたこともわかる【表 2】。ちなみにそれ 【図 13】
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ぞれ雍正九年（1731）及び雍正十一年（1733）、g'ldan cering（噶爾丹策凌）を征伐する際、神

を祭る祭文に捺されたのは満漢合璧の［abka i jui boobai・天子之寳］であり【図 13】（119）、書体

はやはり満漢合璧の［han i abka de jafara boobai・皇帝奉天之寶］と同じだから、同じ時期に刻

されたものと考えられる。こうした祭祀は皇帝大権に属する神聖な儀式とされていたのである。

おわりに

ヌルハチは同じジュシェン人が建てた金国にならって新しいグルンを樹立し、ハンと皇帝を兼

ねて明や朝鮮に自立を宣言し、そのときの外交文書には自らのマンジュ文字の印璽を用いてこの

ことをアピールしていた。後にこの印璽が両国において講和をめぐる争いの焦点になったことが

明らかとなった。

また、モンゴルのリンダン・カアンが病死すると、妻と遺児はアイシン・グルンに投降し、その

ときに差し出したのが伝国の璽といわれる漢文のみで刻された［制誥之寳］である。それに伴いグ

ルン号のアイシンをダイチンと改め、新政権においてこの伝国の璽は唯一の印璽としてしばらくの

間、外交等を含むさまざまな詔書を下すたびに使用されたのである。また、つとに印璽と官印とに

関わらず使われた「doron」という用語は、官印のみに用い、印璽に「boobai」という新しい用語

が使われるようになったのである。さらに、従来のマンジュ文字のみの各印は、満漢合璧の形への

切り替えに向けて時代は進み、文化面において多言語の時代が到来することになったといえるのだ

ろう。

【表 1】（高さ×直徑×厚さ、單位は cm）
牌　種

史　料

皇帝之寶
（滿蒙漢合璧）

secen qaγan-u jarlaγ
（モンゴル文）

温仁聖皇帝信牌
（滿蒙漢合璧）

合計

寸法 29.3 × 22.1 × 1.70 31.5 × 21.4 × 2.70 30.8 × 21.8 × 2.20
翔鳳閣恭貯器物等項淸册※ 399 39 99 537
西七閒樓恭貯書籍墨刻器物等項
淸册※

399 39 99 537

宮殿樓閣缺失佚陳設器物淸册※ － 120 － 19 － 35
－ 164
＋ 363

西七閒樓恭貯書籍墨刻器物等項
淸册※

279 20 64 363

西七閒樓恭貯書籍墨刻器物淸册※ 279 20 64 363
盛京故宮全部物品淸册（1983）※ 601
李鳳民・陸海英のデーター 536 28 93 657
李理のデーター 530 30 100 660

［※］は李鳳民・陸海英（1994）により
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【表 2】（紐の高さを高で示す、單位は寸）
漢文 マンジュ語 書體 材質 寸法（邊×厚×高） 紐式 印

大淸
受命
之寶

abkai hesei aliha daicing 

gurun i boobai
滿漢篆文 碧玉 4.8 × 1.9 × 2.4 麒麟紐

皇帝
之寶

han i boobai 滿漢篆文 靑玉 4.8 × 1.9 × 2.7 交龍紐 ○

皇帝
之寶

han i boobai 滿漢篆文 碧玉 5.0 × 1.8 × 3.0 盤龍紐

皇帝
之寶

han i boo bai 滿篆文
栴檀
香木

3.8 × 0.6 × 0.5 素紐

奉天
之寶

abka de jafara boobai 滿篆文 金 3.7 × 0.9 × 2.0 交龍紐

天子
之寶

abka i jui boo bai 滿篆文 金 3.7 × 0.9 × 2.0 交龍紐

奉天
法祖
親賢
愛民

abka be ginggulere mafari be 

alhūdara saisa de hajilara 

irgen be gosire  

滿漢篆文 碧玉 4.9 × 1.5 × 2.0 交龍紐

制誥
之寶

漢篆文 靑玉 4.7 × 2.0 × 2.2 交龍紐

［注］：「○」は未確認を示す。表 2の作成は『故宮週刊』2－ 18、『故宮信片』、『盛京宝譜』、黄錫恵（1998）
等を参照。
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